
総

務

省

組

織

令

の

一

部

を

改

正

す

る

政

令

案

参

照

条

文

目

次○

国

家

行

政

組

織

法

（

昭

和

二

十

三

年

法

律

第

百

二

十

号

）

抄

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

１

○

総

務

省

設

置

法

（

平

成

十

一

年

法

律

第

九

十

一

号

）

抄

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

１

○

総

務

省

組

織

令

（

平

成

十

二

年

政

令

第

二

百

四

十

六

号

）

抄

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

２

○

公

益

信

託

に

係

る

主

務

官

庁

の

権

限

に

属

す

る

事

務

の

処

理

等

に

関

す

る

政

令

（

平

成

四

年

政

令

第

百

六

十

二

号

）

抄

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

３

○

国

立

研

究

開

発

法

人

宇

宙

航

空

研

究

開

発

機

構

法

（

平

成

十

四

年

法

律

第

百

六

十

一

号

）

抄

・

・

・

・

・

・

・

・

・

３





- 1 -

○

国

家

行

政

組

織

法

（

昭

和

二

十

三

年

法

律

第

百

二

十

号

）

抄

（

内

部

部

局

）

第

七

条

（

略

）

２

・

３

（

略

）

４

官

房

、

局

及

び

部

の

設

置

及

び

所

掌

事

務

の

範

囲

は

、

政

令

で

こ

れ

を

定

め

る

。

５

庁

、

官

房

、

局

及

び

部

（

そ

の

所

掌

事

務

が

主

と

し

て

政

策

の

実

施

に

係

る

も

の

で

あ

る

庁

と

し

て

別

表

第

二

に

掲

げ

る

も

の

（

以

下

「

実

施

庁

」

と

い

う

。

）

並

び

に

こ

れ

に

置

か

れ

る

官

房

及

び

部

を

除

く

。

）

に

は

、

課

及

び

こ

れ

に

準

ず

る

室

を

置

く

こ

と

が

で

き

る

も

の

と

し

、

こ

れ

ら

の

設

置

及

び

所

掌

事

務

の

範

囲

は

、

政

令

で

こ

れ

を

定

め

る

。

６

～

８

（

略

）

（

内

部

部

局

の

職

）

第

二

十

一

条

（

略

）

２

・

３

（

略

）

４

官

房

、

局

若

し

く

は

部

（

実

施

庁

に

置

か

れ

る

官

房

及

び

部

を

除

く

。

）

又

は

委

員

会

の

事

務

局

に

は

、

そ

の

所

掌

事

務

の

一

部

を

総

括

整

理

す

る

職

又

は

課

（

課

に

準

ず

る

室

を

含

む

。

）

の

所

掌

に

属

し

な

い

事

務

の

能

率

的

な

遂

行

の

た

め

こ

れ

を

所

掌

す

る

職

で

課

長

に

準

ず

る

も

の

を

置

く

こ

と

が

で

き

る

も

の

と

し

、

こ

れ

ら

の

設

置

、

職

務

及

び

定

数

は

、

政

令

で

こ

れ

を

定

め

る

。

官

房

又

は

部

を

置

か

な

い

庁

（

実

施

庁

を

除

く

。

）

に

こ

れ

ら

の

職

に

相

当

す

る

職

を

置

く

と

き

も

、

同

様

と

す

る

。

５

（

略

）

○

総

務

省

設

置

法

（

平

成

十

一

年

法

律

第

九

十

一

号

）

抄

（

管

区

行

政

評

価

局

等

）

（

略

）

第

二

十

五

条

２

・

３

（

略

）

管

区

行

政

評

価

局

の

名

称

、

位

置

、

管

轄

区

域

及

び

内

部

組

織

は

、

政

令

で

定

め

る

。

４５

・

６

（

略

）

（

行

政

評

価

事

務

所

）
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（

略

）

第

二

十

七

条

行

政

評

価

事

務

所

の

名

称

、

位

置

及

び

管

轄

区

域

は

、

政

令

で

定

め

る

。

２３

（

略

）

○

総

務

省

組

織

令

（

平

成

十

二

年

政

令

第

二

百

四

十

六

号

）

抄

（

行

政

評

価

局

の

所

掌

事

務

）

第

六

条

行

政

評

価

局

は

、

次

に

掲

げ

る

事

務

を

つ

か

さ

ど

る

。

一

～

三

（

略

）

四

第

二

号

の

規

定

に

よ

る

評

価

並

び

に

前

号

の

規

定

に

よ

る

評

価

及

び

監

視

（

以

下

こ

れ

ら

の

評

価

及

び

監

視

を

「

行

政

評

価

等

」

と

い

う

。

）

に

関

連

し

て

、

次

に

掲

げ

る

業

務

の

実

施

状

況

に

関

し

必

要

な

調

査

を

行

う

こ

と

。

イ

独

立

行

政

法

人

の

業

務

ロ

前

条

第

七

号

に

規

定

す

る

法

人

の

業

務

ハ

特

別

の

法

律

に

よ

り

設

立

さ

れ

、

か

つ

、

そ

の

設

立

に

関

し

行

政

官

庁

の

認

可

を

要

す

る

法

人

（

そ

の

資

本

金

の

二

分

の

一

以

上

が

国

か

ら

の

出

資

に

よ

る

法

人

で

あ

っ

て

、

国

の

補

助

に

係

る

業

務

を

行

う

も

の

に

限

る

。

）

の

業

務

ニ

国

の

委

任

又

は

補

助

に

係

る

業

務

五

行

政

評

価

等

に

関

連

し

て

、

前

号

ニ

の

規

定

に

よ

る

調

査

に

該

当

す

る

も

の

の

ほ

か

、

地

方

自

治

法

（

昭

和

二

十

二

年

法

律

第

六

十

七

号

）

第

二

条

第

九

項

第

一

号

に

規

定

す

る

第

一

号

法

定

受

託

事

務

に

該

当

す

る

地

方

公

共

団

体

の

業

務

（

各

行

政

機

関

の

業

務

と

一

体

と

し

て

把

握

さ

れ

る

必

要

が

あ

る

も

の

に

限

る

。

）

の

実

施

状

況

に

関

し

調

査

を

行

う

こ

と

。

六

・

七

（

略

）

（

貯

金

保

険

課

の

所

掌

事

務

）

第

八

十

九

条

貯

金

保

険

課

は

、

次

に

掲

げ

る

事

務

を

つ

か

さ

ど

る

。

一

郵

政

事

業

の

う

ち

銀

行

代

理

業

並

び

に

保

険

募

集

及

び

所

属

保

険

会

社

等

の

事

務

の

代

行

に

係

る

も

の

に

関

す

る

こ

と

（

第

八

十

七

条

第

四

号

に

掲

げ

る

も

の

を

除

く

。

）

。

二

独

立

行

政

法

人

郵

便

貯

金

・

簡

易

生

命

保

険

管

理

機

構

の

組

織

及

び

運

営

一

般

に

関

す

る

こ

と

（

第

八

十

七

条

第

四

号

に

掲

げ

る

も

の

を

除

く

。

）

。

（

行

政

評

価

事

務

所

の

名

称

、

位

置

及

び

管

轄

区

域

）
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第

百

三

十

七

条

行

政

評

価

事

務

所

の

名

称

、

位

置

及

び

管

轄

区

域

は

、

別

表

の

と

お

り

と

す

る

。

附

則

（

情

報

流

通

行

政

局

郵

政

行

政

部

企

画

課

の

所

掌

事

務

の

特

例

）

第

十

八

条

（

略

）

一

郵

政

民

営

化

法

等

の

施

行

に

伴

う

関

係

法

律

の

整

備

等

に

関

す

る

法

律

（

平

成

十

七

年

法

律

第

百

二

号

。

以

下

こ

の

号

及

び

附

則

第

二

十

二

条

に

お

い

て

「

整

備

法

」

と

い

う

。

）

附

則

第

四

十

二

条

第

二

項

の

規

定

に

よ

り

読

み

替

え

て

適

用

さ

れ

る

同

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

り

な

お

そ

の

効

力

を

有

す

る

こ

と

と

さ

れ

る

整

備

法

第

二

条

の

規

定

に

よ

る

廃

止

前

の

日

本

郵

政

公

社

法

（

平

成

十

四

年

法

律

第

九

十

七

号

）

第

五

十

八

条

第

一

項

の

規

定

に

基

づ

く

検

査

に

関

す

る

こ

と

。

二

（

略

）

抄

○

公

益

信

託

に

係

る

主

務

官

庁

の

権

限

に

属

す

る

事

務

の

処

理

等

に

関

す

る

政

令

（

平

成

四

年

政

令

第

百

六

十

二

号

）

（

都

道

府

県

知

事

等

に

よ

る

事

務

の

処

理

）

第

一

条

公

益

信

託

ニ

関

ス

ル

法

律

（

大

正

十

一

年

法

律

第

六

十

二

号

）

第

一

条

に

規

定

す

る

公

益

信

託

（

以

下

「

公

益

信

託

」

と

い

う

。

）

で

あ

っ

て

そ

の

受

益

の

範

囲

が

一

の

都

道

府

県

の

区

域

内

に

限

ら

れ

る

も

の

（

次

項

に

掲

げ

る

も

の

及

び

別

表

第

一

主

務

官

庁

欄

に

掲

げ

る

主

務

官

庁

の

所

管

に

係

る

公

益

信

託

で

あ

っ

て

そ

れ

ぞ

れ

そ

の

目

的

が

同

表

事

項

欄

に

定

め

る

事

項

に

該

当

す

る

も

の

を

除

く

。

）

に

対

す

る

同

法

第

二

条

か

ら

第

九

条

ま

で

に

規

定

す

る

主

務

官

庁

の

権

限

に

属

す

る

事

務

は

、

当

該

都

道

府

県

の

知

事

が

行

う

。

２

（

略

）

抄

○

国

立

研

究

開

発

法

人

宇

宙

航

空

研

究

開

発

機

構

法

（

平

成

十

四

年

法

律

第

百

六

十

一

号

）

（

資

本

金

）

第

六

条

（

略

）

２

～

４

（

略

）

５

前

項

の

規

定

に

よ

り

出

資

の

目

的

と

す

る

土

地

等

の

価

額

は

、

出

資

の

日

現

在

に

お

け

る

時

価

を

基

準

と

し

て

評

価

委

員

が

評

価

し

た

価

額

と

す

る

。
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６

（

略

）


